
皆様の御協力により、この様な盛大なミーティングを開催出来る運びとなりました。
三菱車オーナーの気持ちが一つとなった事が大きく、三菱自動車殿に対して心強い
メッセージになったのではないでしょうか。
　
今回一つになった皆様の力を、先日の新潟中越地震で被災された方々に対しても役立
てることは出来ないだろうか、復興に力を貸すことは出来ないだろうか、との思いか
らチャリティー募金を行う事を、ＭＭＦは提案し協力したいと考えます。

重ねて皆様の御協力をお願いします。

御協力して頂いたチャリティー募金は「災害義援金」としてＭＭＦ事務局より中日
新聞社を通じ新潟県災害対策本部へ寄付致します。

ＭＭＦ事務局

中日新聞社会事業団事務局

　〒460-8511

　名古屋市中区三の丸1-6-1

　電話　052-221-0580

新潟県庁ホームページ(http://www.pref.niigata.jp/)より
　義援金の使い方については、義援金配分委員会により公平に配分が決定されます。
　災害に対する義援金は、被災された方々に届けられ、行政の行う復興事業等のため
　に用いられることは、原則としてありません。

＜問い合わせ先＞
　・義援金の受入
　　新潟県出納局管理課決算・資金係
　　　電話　025-280-5484
　　日本赤十字社新潟県支部
　　　電話　025-231-3121
　・義援金の配分
　　義援金配分委員会
　　　担当　新潟県福祉保健課地域福祉係
　　　電話　025-280-5176 


